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日本におけるエンジニア倫理教育の変遷

上野 哲*１

The History of Engineering Ethics Education in Japan

Tetsu UENO

The purpose of this paper is to survey the history of engineering ethics education in Japan for about a decade.

We will find following two features as the history of engineering ethics in Japan: firstly, the engineering ethics

education was introduced in Japan by the government and the industrial world; and there was no interdisciplinary

cooperation for groping for how to teach it effectively, contrary to the United States case. We also propose that we

should make the best use of this trial and error for the research ethics education in Japan.
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1．はじめに

日本の高等教育機関でエンジニア倫理教育が

本格的に実施されるようになってからおよそ 15

年が経過した。この 15年間の特徴的な変化として、

①授業の名称として「工学倫理（技術倫理）」より

も「技術者倫理」が多く用いられるようになった、

②脱講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニ

ングの手法が教育方法として多く取り入れられる

ようになったという 2点があげられる。

筆者はこの 2 つの変化を肯定的に捉えている。

理由は、日本でエンジニア倫理教育を導入する際

にモデルにした米国のエンジニア倫理教育が目指

していたものに近づきつつあると思われるからで

ある。

しかし、なぜこの状態に辿り着くまでに 15年の

長い歳月を要したのだろうか。もっと早く現状の

レベルに達することは可能だったのではないか。

本稿の目的はその理由を探ることにある。

結論を先取りすれば、「日本の高等教育機関へ

のエンジニア倫理教育導入の要請は米国の場合と

は異なり、行政や産業界の主導によるものであっ

たこと」「エンジニア倫理教育の効果的な教育方法

について、学際的な連携を試みる取り組みがなさ

れなかったこと」に原因がある、というのが私見

である。

本稿ではこれらの理由の推論に加え、日本のエ

ンジニア倫理教育の導入期におこなわれた試行錯

誤を、今後の日本の高等教育機関における研究者

倫理教育を効果的なものにするために役立てる必

要性についても提言する。

２．日米の高等教育機関におけるエンジ
ニア倫理教育導入理由の相違

まず「日本の高等教育機関へのエンジニア倫理

教育導入の要請が、米国とは異なり行政や産業界

の主導によるものであったこと」について論じる

必要がある。結果的にこの「出発点の相違」は、

日米のエンジニア倫理教育の必要性に対する「情

熱」の濃淡の差となって現れたといえる。

日本のエンジニア倫理教育は米国をモデルに
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したにもかかわらず、その導入ື機には᰿本的な

違いがある。➃的にいえば、米国のエンジニア倫

理教育発ᒎの原ືຊとなったのは♫的ᙅ者や⿕

㞠用者としてのປാ者のᶒに対する♫的ṇ義

のឤぬの㉳を᰿ᗏにおくᕷẸ㐠ື的ど点であっ

たのに対して、日本の場合は行政や産業界の主導

によるものであった 1�。

࿘知のように、日本の高等教育機関におけるエ

ンジニア倫理教育の本格的な導入の要因は、

$3E&（アジアኴᖹὒ㆟）で国際的に㏻用する

技術者の㣴ᡂがၥ㢟になったことにある。

1���年の➨ 1�ᅇ$3E&ேᮦ㣴ᡂస業㒊での

提を⓶ษりに、$3E& エンジニアㄆ定᮲௳に、

බ的にㄆ定された技術者教育ࣟࣉグラ࣒のಟと

⥅⥆教育、実ົ経㦂や倫理つ定の㑂Ᏺながあげ

られた。ᙜのᩥ㒊┬、㏻ၟ産業┬、科学技術ᗇ、

経῭界関ಀ者、工学⣔学༠によるエンジニア教

育 ᳨ ウ  の タ 立 （ 1��� 年 ）、 日 本 ∧

$%ET�$ccreditation %oard for Engineering and

Technology 米国工学技術教育ㄆ定ጤဨ�を目指

し、技術者教育ࣟࣉグラ࣒のእ㒊ㄆ定をおこなう

ための J$%EE（日本技術者教育ㄆ定機ᵓ）のタ立

（1��� 年）、科学技術ᗇがㅎၥした技術者㈨格ၥ

㢟連⤡᠓ㄯの提言をཷけておこなわれた技術ኈ

法のᨵṇ（2��1年）のいずれもが、政ᗓや産業界

主導によるものであった。

導入の⫼ᬒの相違は、エンジニア倫理教育の方

法論の相違にもつながっている。

米国のエンジニア倫理教育は、➨一ḟୡ界ᡓ

後の米国ෆでの㟁化〇ရ・⮬ື㌴・高ᒙᘓ⠏・

㏻㍺㏦ࢫࢩテ࣒のᛴ㏿な発達と、それにకうḞ㝗

㌴ᨾやḞ㝗࣎ラーᨾに対する࿌ッなのቑ

加により、技術者ಶேの倫理と業経Ⴀの方ྥ性

との間にࣉࢵࣕࢠをឤじた技術者たࡕが、ಶࠎの

ᡤᒓ学のᯟを㉸えて技術者のព識高ᥭを目的に、

1��2年にE&3D（Engineer
s &ouncil for 3rofessional

Development 1���年に$%ETに発ᒎ）をタ立した

に見られるように、「බ⾗᭱ඃ先の理ᛕをのよ

うに実現できるか」に㔜点をおいている。

実際、E&3Dが 1���年にไ定した技術者᠇❶に

は「බ┈に関ᚰをᣢࡕ、その特ูな知識をே㢮の

┈のために用いるようにすることが義ົであ

る」とබ⾗㓄៖に関するᩥ言が᫂グされているが、

1���年にᨵゞされた᠇❶では「技術者はᙼらの⫋

業的義ົを㐙行する際に、一般ᕷẸのᏳ、ᗣ

と⚟♴に᭱高の関ᚰをᡶうきである」というල

合に、「බ⾗㓄៖」から「බ⾗᭱ඃ先」にጼໃを変

えている。

それࡺえ、米国のエンジニア倫理教育は、その

目的を「技術の実㊶に関わる倫理的なၥ㢟を᫂ᬓ

にかつᢈุ的にศᯒする能ຊの育ᡂ」「そのศᯒの

結果をᇶにして、ᵝࠎな౯್の間のࣂランࢫを取

りながら、倫理的な⪃ᐹを行い、ၥ㢟ゎỴのため

の௦᭰をྫྷし、理性的で論理的なุ᩿をୗす

ことのできる㐨ᚨ的⮬ᚊ性の㛤発」2� においてい

る。そのため、教育ㄢ⛬の୰では「モラルീຊ

を่⃭すること」「倫理上のၥ㢟をㄆ識すること」

「ゎᯒ的な技㔞をఙばすこと」「㈐௵ឤをᘬき出す

こと」「一⮴さと᭕さをチᐜすること」ができ

るようにすることが㔜どされ ��、㏫に「特定の౯

್ほを教え㎸ࡴこと」「教᮲的つ⠊᮲㡯（倫理⥘㡿

な）を↓ᢈุに้み㎸ࡴこと」「倫理学上の理論

のみを教え㎸ࡴこと」「倫理学やᛂ用倫理学のṔྐ

のみを教え㎸ࡴこと」「ᝏேをၿேに（しようと）

すること」は㑊けられࡡばならないとされている
��。

したがって教育方法も、ࢣーࢻࢵࢯ࣓ࢫやディ

ンによって、技術者としての⫋業上のࣙࢩࢵ࢝ࢫ

倫理的ุ᩿の㠀を᳨ウしたり、ၥ㢟ᢕᥱや状ἣ

との関わりの୰での┬から行ືの指㔪を探すこ

とを試みるようなやり方が導入された 5�。

誤ゎをᜍれずに言うならば、エンジニア倫理教

育導入の理由が米国の場合は、「科学者や技術者の

役が、ఏ⤫的な教ᖌ・研究者の役から、政ᗓ

の方㔪Ỵ定者やᕷẸ㐠ືのࣜーࢲーにまでᣑし

たこと」をエンジニア⮬㌟が⮬ぬし、さらに「一

般ᕷẸも科学や♫の㐍Ṍに対してᢈุ的に行ື

できるようになり、ᑓ㛛⫋の行ືについてㄝ᫂㈐

௵をၥい、┘どできるようになったこと」にある

のに対し、日本の場合は J$%EE 対ᛂな、とり

あえずエンジニア倫理教育を導入しなければ、一

ὶの工学⣔高等教育機関とはㄆめられなくなるᜍ

れが⏕じるという、いわば「య㠃をಖつ」ために

導入された㒊ศがあるといえるのではないだろう

か。

㸱．エンジニア倫理教育にᑐࡍるᏛ㝿ⓗ
㐃ᦠのᡂ❧

エンジニア倫理教育の導入期において、効果的

な教育方法について関連ศ野の研究者による学際

的な連携を試みる取り組みがなされなかったこと
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が、日本のエンジニア倫理教育の方法論研究が

ศに㐍められなかった原因となっていることにも

言ཬしなければならない。

日本では早いところではすでに2���年�月から

༙期༢の本格的な工学倫理関連授業が㛤ጞされ

ていたが、この導入期に実際に授業をᢸᙜした者

は、主に工学㒊ᡤᒓの教ဨ、高等教育機関にᡤᒓ

、ずに一般業等にົする（した）エンジニアࡏ

そして倫理学の研究者（倫理学者）、の୕者であっ

た。

これら୕者のうࡕ、工学㒊ᡤᒓの教ဨは多くの

高等教育機関でࢥーディࢿーࢱー役にᚭするࢣー

てら┤᥋授業をす⮬、ࡕが多かった。すなわࢫ

ᢸᙜするというよりは、⮬ศ（たࡕ）のࢿࢥクࢩ

ࣙンを᭱㝈にάかし、現役のエンジニアや業

をࣜࢱアしたエンジニア、さらにはᩥ学㒊の倫

理学ᢸᙜ教ဨ等に、ᩘ間ずつの授業ᢸᙜを౫㢗

し、結果的にエンジニア倫理教育がᢲさえるき

ෆᐜを࣒࢜ニࢫࣂᙧᘧで実現する方法をとった。

この方法はエンジニア倫理に関する多ᙬな論

点をそれࡒれのᑓ㛛ᐙが᥀りୗげて授業をおこな

えるという点では効果的であったが、一方で༙期

の授業యのつながりや関連性、連⥆性をṇ☜に

ᢕᥱする者が関ಀ者の୰でⓙ↓という状態を⏕み

出し、教育目ᶆを達ᡂできたかうかをᐈほ的に

☜ㄆすることがᅔ㞴であるというၥ㢟もᢪえてい

た。

現役のエンジニアやࣜࢱアしたエンジニアも

ྠᵝの㞴点をᢪえていた。ᙼらには実際に長く「現

場」を経㦂してきたというᙉみがあり、ࣜアルな

ヰ㢟を学⏕に提♧できる点をもっていたが、そ

の一方で授業が論理性やయ⣔性にḞけ、య㦂ㄯに

␃まるഴྥがᙉく、ಶูのయ㦂ㄯに現れるၥ㢟点

を倫理学の原理等を用いてศᯒし、学⏕に⮬ศの

ၥ㢟として⪃えさࡏるためにᬑ㐢的・ᐈほ的など

点で一般化することがᚓពでないഴྥがあった。

ただ、授業ᢸᙜ者を㑅ࡪᶒ㝈は工学㒊ᡤᒓの教

ဨにあり、工学という学ၥの性㉁上実学ᚿྥのᙼ

らは、倫理学の原理の㐺用法には長けていてもエ

ンジニアとしての実㊶経㦂がⓙ↓の倫理学者より

は、たとえ学ၥ的య⣔性にḞける授業をしても、

㇏ᐩな経㦂をもつ（ඖ）エンジニアのうを倫理

学者よりもዲࢇだ（᭱もዲまれたのは、手業

で長年エンジニアとしての経㦂を✚ࢇだ後、研究

者に㌿㌟して工学㒊の教ဨとなった者である）。

実際、多くの高等教育機関のエンジニア倫理教

育の授業で、倫理学者は๓༙の授業で、倫理学の

主要原理として義ົ論とຌ主義について 2㹼�

。ศ講義するという役に␃まった࣐ࢥ

ところで、導入ึ期の倫理学者によるエンジニ

ア倫理教育への対ᛂにはきなၥ㢟点があったと、

筆者は⪃えている。

1���年௦に、科学技術の発ᒎにకい、᪤Ꮡの倫

理のᯟ組みではゎỴできないᵝࠎな♫的ၥ㢟が

⏕じ（えば、「ᆅ⌫つᶍでの⎔ቃởᰁの㈐௵はㄡ

がとるのか」「⬻ṚをேのṚとㄆめるきか」「

ンࢱーࢺࢵࢿのⴭసᶒの⠊ᅖはこまでㄆめられ

るきなのか」「技術者が᰾㛤発な㌷研究に関

わることはチされるきか」な）、そのゎỴ⟇の

ᶍ⣴が倫理学者に期ᚅされたことで、「ᛂ用倫理

学」という㡿ᇦが᪂たに⏕まれた。しかしᙜの

倫理学界の㔜㙠の多くは、この「ᛂ用倫理学」を

学ၥとしてㄆめようとしなかった。理由は「ㅖಶ

ู科学に対して「高ḟ性」を特徴とする「哲学」

が、「倫理学」において㏫にㅖಶู科学よりも「ప

ḟ」となっているという一✀の㏫㌿現㇟」�� はᐜ

ㄆできない、というものである。➃的に言えば、

ேࠎの主ほにしかᇶづいていないୡ的な態の

㠀をあれこれ言うのは᪂⪺やテレࣅ（ジࣕーࢼ

の役であり、ᬑ㐢ጇᙜ性や┿理を㏣究（࣒ࢬࣜ

する学者の役ではない、ということである。

こうした論ㄪのᙳ㡪はきかった。実際、ᛂ用

倫理学ศ野の研究で༤ኈの学が授された᭱ึ

のࢣーࢫは 2���年であり、また科学研究㈝⏦請の

⣽目にはいまだに「ᛂ用倫理学」のศ野はない。

早いẁ㝵で「倫理学者がエンジニア倫理教育に

✚ᴟ的に関わるきだ」と主ᙇしたⱝ手研究者も

ഹかながらいたが、ᙼらの論ㄪも、倫理学者がⅭ

すきこととして「倫理学理論のᚤጁな㒊ศにつ

いてのఏ達」「倫理的義ົと義ົ௨上の行Ⅽとの⥺

ᘬき」「㠀技術者の㈐௵や義ົはうあるきかと

いうၥいや、技術者・㠀技術者୧方をྵࢇだ♫

ᵓ㐀に関するၥい」�� にしか言ཬしておらず、ᢳ

㇟的な࣓ࢱᢈุのレベルに␃まってしまった。

さらに、教育方法のᑓ㛛ᐙであるはずの教育学

ศ野の研究者も、教⫋倫理教育の方法論研究の㛤

発を試みた一㒊の教育哲学研究者 �� を㝖けば、エ

ンジニア倫理教育の教育方法論ᵓ⠏のための研究

に関わることはなかった。
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㸲．日本のエンジニア倫理教育の⌧ᅾ

上㏙したような、「ᅇり㐨」に近い経⦋を経た

が、現ᅾ、ᖾいにも日本のエンジニア倫理教育は、

モデルにした米国のエンジニア倫理教育に近づき

つつあると言える。

ෑ㢌で㏙たように、授業の名称として「工学

倫理（技術倫理）」よりも「技術者倫理」が多く用

いられるようになっているが、これはエンジニア

倫理教育の特性が、よりᑓ㛛⫋倫理教育のⰍᙬを

ᙉくしていることの現れだと言える。

言すれば、「技術の倫理」がே㢮యを対㇟

としていたのに対して、「技術者の倫理」は技術者

というᑓ㛛⫋に特᭷な倫理的ุ᩿に㝈定している。

わかりやすく「᰾エࢿルࢠー用」をに用いれ

ば、「ᨺᑕ⥺་学や原Ꮚຊ発㟁なே㢮にᖾ⚟をも

たらす要⣲と、᰾රჾなே㢮にᖾをもたらす

要⣲の୧方をేࡏᣢつ᰾エࢿルࢠーに関する技術

をே㢮としてうᢅうきか」という「技術の倫

理」�� よりも、「㐠㌿୰の原Ꮚຊ発㟁ᡤのᏳ

⨨がすてྠにᨾ㞀した場合には῝้なᨾが

⏕じるが、すてྠにᨾ㞀することなᴟめて

పい☜⋡でしか㉳こらないにもかかわらず、⭾

なࢺࢫࢥをかけて、Ᏻ⨨がすてᨾ㞀した場

合のḟၿの⟇をᡴっておくきか」1�� という「技

術者の倫理（技術者としてのようにุ᩿し行ື

することが、ᑓ㛛⫋としての᭱もベࢱーな倫理的

ุ᩿になるか、を⪃える）」を授業で࣓ンにᢅう

ようになってきている。

これは、日本の技術者による多くの⚈が

2���年௦に᫂らかになったことで（えば、2��2

年のᮾி㟁ຊ原発ᦆയ㞃しや୕⳻⮬ື㌴Ḟ㝗㞃し

௳、2��5年の୕≀産ࢫ࢞ί化⨨デーࢱᤐ

㐀௳や一⣭ᘓ⠏ኈによる⪏㟈ഇ௳な）、ୡ

論がᑓ㛛⫋である技術者によりබ┈㔜どのุ᩿を

ồめるようになったことと↓関ಀではないだろう。

さらに、この 15年間のもう一つの変化として脱

講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニング

の手法が教育方法として多く取り入れられるよう

になったことがあげられる。

2��� 年 1�月に㛤ദされた୰ኸ教育ᑂ㆟学

ศ科（➨ �1ᅇ）で「学に期ᚅされる取り組み」

として、「学⩦のື機けをᅗりつつ、方ྥ型の

学⩦をᒎ㛤するため、講義そのものを㨩ຊあるも

のにするとともに、య㦂άືをྵࡴ多ᵝな教育方

法を✚ᴟ的に取り入れる。学⏕の主య的・能ື的

な学ࡧをᘬき出す教授法を㔜どし、えば、学⏕

ཧ加型授業、༠ㄪ・༠ྠ学⩦、ㄢ㢟ゎỴ・探ồ学

なを取り入れる」11� ことが提言されたこともあ

り、エンジニア倫理教育にかかわらず、高ᑓをྵ

、る授業においてࡺ高等教育機関におけるあらࡴ

௨๓にẚればはるかに多くの方ྥ型授業が取

り入れられるようになった。

えば、筆者も取り組ࢇでいるࢣーࢻࢵࢯ࣓ࢫ

を用いた技術者倫理教育 12� は2���年௦の༙ばか

ら研究がጞまっていたが 1��、実際の教育方法とし

て近年ᑡなくない高等教育機関で実㊶されるよう

になってきている。

㸳．おࡾࢃに

ここまで、日本におけるエンジニア倫理教育の

変㑄をᴫほしてきた。

日本のエンジニア倫理教育導入期の特徴とし

て、①日本の高等教育機関へのエンジニア倫理教

育導入の要請が、米国とは異なり行政や産業界の

主導によるものであったこと、②エンジニア倫理

教育の効果的な教育方法について、学際的な連携

を試みる取り組みがなされなかったこと、をあげ

た。

また現状の日本のエンジニア倫理教育の特徴

として、ճ「技術の倫理（技術の倫理㠃に関する

⪃ᐹ）」よりも「技術者のための倫理（技術者とい

うᑓ㛛⫋の倫理的ุ᩿に関する⪃ᐹ）」に教育のẚ

㔜が⛣っていること、մලయ的な教育方法として、

脱講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニン

グの手法が多く取り入れられるようになっている

こと、をあげた。

日本のエンジニア倫理教育の導入過⛬は必ず

しも合理的であったとは言い㞴いが、この過⛬に

おける試行錯誤や⣛వ᭤ᢡは、後発のᑓ㛛⫋倫理

教育の実のために役立たࡏることができるとい

うពでは↓㥏ではなかったといえる。

しかし、現ᅾ日本で導入されつつある「研究者

倫理教育」は、エンジニア倫理教育導入の㈇の

ഃ㠃をそのまま㋃くしているように筆者には思わ

れる。

����年ᗘの場合、日本の研究者倫理教育として、

ᩥ㒊科学┬・学間連携ඹྠ教育推㐍業「研究

者育ᡂのための行ືつ⠊教育のᶆ‽化と教育ࢫࢩ

テ࣒の国ᒎ㛤」で㐠Ⴀされている &,7,

4 上野　哲
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(&RllaERUaWiYH ,QVWiWXWiRQal 7UaiQiQJ ,QiWiaWiYH)

-aSaQࣟࣉジ࢙クࢺのH-ラーニングࣟࣉグラ࣒が

ά用されているので、この教ᮦ・教育方法をᛕ㢌

において論じてみたい。

上㏙の指に↷らし合わࡏて日本の現状の研

究者倫理教育の特徴について㏙るなら、①ᩥ㒊

科学┬な国の行政機関が、科学研究㈝ຓᡂ業

や科学技術⯆機ᵓの研究㈨㔠ᛂເの際の必㡲᮲

௳として、研究者に「研究者倫理教育」のཷ講を

ồめていること（「上」からの導入）、②研究者倫

理教育の教ᮦసᡂに教育学者はとࢇかかわっ

ておらず、倫理学者もഹかしかかかわっていない

（しかもそのとࢇが⏕倫理学の研究者であ

る）こと、ճ「研究の倫理」より「研究者の倫理」

に↔点をᙜてている点はホ౯できる一方で、մと

も関連するが、ఝయ㦂的に研究者としての⮬ศ

の倫理的ุ᩿の㠀をၥえる機はⓙ↓なので、

「研究者の倫理とはఱか」を⟅えられるようには

なれても、「倫理的に行ືできる研究者」としての

⮬ศをලయ的に⮬ぬさࡏるきっかけがないこと

（༝近なだが、えば᪂�ྕ国㐨のไ㝈㏿ᗘが

��Nm�Kと知らないࢻラࣂーに「᪂ �ྕのไ㝈

㏿ᗘは㏿ ��Nmだよ」と教えることは㏻ᨾ

ῶᑡに効果があるかもしれないが、ไ㝈㏿ᗘが

㏿��Nmであることを知っているにもかかわらず、

「㐨の㥐しもつけ」๓の長い┤⥺㐨㊰を ���Nm�K

で㣕ばすࢻラࣂーに「ไ㝈㏿は��Nm�Kだよ」

と教えても、アクࢭルを⦆めるきっかけにはなら

ないこととྠじ）、մ講義型・知識注入型のな

一方㏻行の学⩦ᙧ態であること、ということが言

える。

言すれば、倫理的なၥ㢟が㉳きないようにす

るための「ண㜵倫理」ではなく、倫理的なၥ㢟が

㉳きたに㈐௵を取らࡏる「㈐௵倫理」（「あなた

は研究者倫理教育をཷけたよࡡ。だからࠗ知らな

かった࠘とは言わࡏないよ。わかってやっている

ᠬᡄ⨩を㐺用します」とい。ࡡだからᝏ㉁だよࢇ

うように）の教育に␃まっている。

一方で、࿘知のように学㝔⏕を対㇟にした米

国の研究者倫理教育は、現状の日本でおこなわれ

ているようなᙧ態ではない。

ングが主ὶで、ᢸᙜ௨እの教ဨࢳティー࣒ーࢳ

もえ、学⏕と教ဨが一⥴におこなうディࢵ࢝ࢫ

ンを୰ᚰに、ࣜアルなを用いた倫理的ุࣙࢩ

᩿ຊࢺレーニングを࣓ンにしたものになってい

る。授業間ᩘもえば、�ᅇ �間の授業を㐌

�ᅇ、ィ �㐌（ࢲー࢝ࢫ࣐ࢺレࢵジ「研究倫理」

、ンを㐌�ᅇࣙࢩࢵࢭ�ᅇ�間��ศの、（ࢫーࢥ

ィ ��㐌（࢛ࣇࣜ࢝ルニア学ࢧンディエࢦ 「ᰯ倫

理とࣂࣂࢧル࢟ࢫル」ࢥーࢫ）、�ᅇ �間のࢭ

ンを一ࣨ月にࣙࢩࢵ �ᅇ、ィ �ᅇ（ࣂࢶࢵࣆーグ

学「ࣂࣂࢧル࢟ࢫルと倫理」）と、ศな間

がಖ㞀されている 1��。

今後、日本の研究者倫理教育の教育方法論は試

行錯誤を経てᨵၿされていくと思われ、また高ᑓ

の本科上⣭⏕やᑓᨷ科⏕に対して導入されること

は必⮳であろう。この教育方法論の効果的なᨵၿ

に、日本のエンジニア倫理教育がこの �� 年間試

行錯誤したᵝࠎな࢘ࣁ࢘ࣀをいにάかすことが、

筆者をྵࡴ技術者倫理教育に関わってきた研究者

のႚ⥭のㄢ㢟である。
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